
   
鈴鹿市公告第４７号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定により次の

とおり道路を指定したので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第

１０条第１項の規定により公告する。 

令和６年９月１１日 

 

                         鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

１ 指定道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第４号の規定による指定に係る道路 

２ 指定の年月日 

  令和６年９月１１日 

３ 指定道路の位置 

  鈴鹿市上野町６５５番１、７１０番、７１１番、７１２番、７１２番１、７１２

番２、７１５番１、７１７番２、８２７番１、８５０番の一部、７１７番３ 

（市道 東谷山古里線） 

４ 指定道路の延長及び幅員 

 (１) 延長 ７４．０メートル 

 (２) 幅員 １８．８８メートル 


